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令和５年度修正 尼崎市地域防災計画(案)の主な修正内容について 

 

緊急地震速報の発表基準変更に伴う本市の防災態勢変更を踏まえた修正（資料３ P1～2） 

緊急地震速報の発表基準に長周期地震動階級の予測値が追加されたことに伴い、本市の防災態勢のうち、

警戒指令の発令基準に「長周期地震動階級３が観測されたとき」及び防災指令１号に「長周期地震動階級４が

観測されたとき」を追加することとしたことから、所要の修正を行う。 

 

【長周期地震動とは】 

長周期地震動とは、大きな地震で生じる周期（揺れが１往復するのにかかる

時間）が長い大きな揺れのことで、遠くまで伝わりやすい性質があることか

ら、地震が発生した場所から離れたところでも高層ビル等は大きく長く揺れ

ることがあるとされている。 長周期地震動により高層ビルが大きく長く揺れ

ることで、室内の家具や什器が転倒・移動したり、エレベーターが故障すること

がある。 

【長周期地震動階級とは】 

気象庁では、地震後直ちに震度情報を発表してい

るが、震度は地表面付近の比較的短い揺れを対象と

した指標で、高層ビル高層階の揺れの程度を表現す

るのには不十分であった。 

そこで、長周期地震動に対して、何らかの情報を発

表し、被害の発生可能性を知らせることで被害の軽

減を図ることを目的に、平成２５年３月より長周期地

震動の揺れに対する指標として長周期地震動階級を

定め、試行的に情報提供を開始し、平成３１年３月より

本運用となった。また、令和５年２月より新たに長周

期地震動に関する観測情報のオンライン配信を開始

した。  

 

このような長周期地震動による被害の軽減に資するため、気象庁は令和５年２月１日より、緊急地震速報

の発表基準に長周期地震動階級の予測値を追加し、これまでの震度の予想に加えて長周期地震動階級３以

上を予想した場合でも、緊急地震速報（警報）を発表することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料２ 

（気象庁 HPより） 
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【本市の防災態勢の変更】 

緊急地震速報（警報）の発表基準に長周期地震動階級の予測値が追加されたことにより、本市においても

防災態勢の見直しを行った。 

気象庁による過去の観測データでは、長周期地震動階級３を観測した場合、震度についても４以上が観測

されていたことから、長周期地震動階級３が観測された場合は「市域で震度４の地震が発生したとき」の対応

と同様、警戒指令の発令基準に含めることとし、また長周期地震動階級４を観測した場合、震度についても５

弱以上が観測されていたことから、長周期地震動階級４が観測された場合は「市域で震度５弱の地震が発生

したとき」の対応と同様、災害対応１号指令の発令基準に含めることとした。 

 

 

 

 

以 上     

（気象庁 HPより） 


